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北海道医師会女性医師等支援相談窓口では、道内

に在住する子育て中の医師をサポートするため、育

児支援事業者と連携し、保護者に代わって送迎・病

児や病児以外の緊急預かりを手配する育児サポート

事業を平成23年度から展開しております。

さらに、平成26年度からは仕事と家庭の両立を支

援するため、医師のニーズにあった子育て支援事業

を総合的に推進することとし、今年度は子育て中の

医師からの要望が一番多い、病児・病後児保育に対

応できる会員のための育児サポート事業を開始いた

しました。

この事業の対象となるのは、０歳から12歳までの

子どもを育てる北海道医師会の会員の方で、男女を

問わず対象となります。なお、生計を同じくしてい

る方が就労していることが条件です。

支援内容は、子どもの急な発病で保育園に預けら

れない等の病児・病後児の預かり、緊急を要する子

どもの預かり、急な出張などによる宿泊の預かりを

行うものです。

利用方法は、「育児サポート事業入会申込書」を当

会に提出していただき、支援事業者と医師会の３者

面談の上、事前登録を行います。育児サポート利用

後は、当日現金精算で利用料金をお支払いいただき

ます。その際に、病児・病後児の預かり時のみ、北

海道医師会が利用料金の一部を負担する会員限定の

利用券での支払いが可能となります。この利用券で

の支払い上限は年間３万円で、４ヵ月ごとに有効期

限を定めています。

［利用券：見本］

利用券の交付は、所定の用紙により申請が必要と

なりますので、下記の問い合わせ先に連絡をお願い

します。期間内の申請は、１世帯１回限りで、ご夫

婦で会員であっても、上限は３万円です。また、配

偶者の方が医師でなくても、就労している場合は対

象となります。

詳しくは、本誌第1152号（平成26年９月１日付）

附録のチラシをご覧いただくか、下記にお問合わせ

ください。

◇

子育て中の医師に対するいろいろな調査におい

て、子どもの病気の時の支援を望む回答が多い統計

結果を踏まえて、北海道医師会では、念願の病児・

病後児保育に対応する事業を開始することができま

した。

子育て中の医師を支援することで、育児と仕事を

両立できる環境を整えて離職を防ぎ、医師不足の解

消と医療の質向上につなげ地域に貢献していきたい

と考えております。

また、これを機会に、たくさんの子育て中の医師

が北海道医師会にご入会され、この事業を活用され

るよう、お近くの医師の方にもお知らせいただける

と幸いです。

［問合せ先］

北海道医師会事業第五課

〒060-8627 札幌市中央区大通西６丁目

電話：０１１－２３１－１４３４

FAX：０１１－２３１－７２７２

E-mail：5ka@m.doui.jp

北海道医師会員のための

育児サポート事業を開始しました

常任理事・医療関連事業部長 藤井 美穂


